
○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
四
号

経
済
産
業
省

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年

令
第

国
土
交
通
省経

済
産
業

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通

省
令
第
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
に
お
け
る
算
出
方
法
等
に

省係
る
事
項
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改 正 後 改 正 前

第１ 非住宅部分に係る事項 第１ 非住宅部分に係る事項

１ 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項 １ 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第２条第２項の国

業省・国土交通省令第１号）第２条第２項の国土交通大臣が定める 土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。

方法は、次のとおりとする。

（１） 空気調和設備の設計一次エネルギー消費量は、次のイからホ （１） 空気調和設備の設計一次エネルギー消費量は、次のイからホ

までに定める方法により算出するものとする。 までに定める方法により算出するものとする。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

ニ 暖冷房負荷の算出については、次のとおりとする。 ニ 暖冷房負荷の算出については、次のとおりとする。

（イ） （略） （イ） （略）

（ロ） 気象条件については、地域の区分（建築物エネルギー消 （ロ） 気象条件については、地域の区分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条第１項第２号イ（１）の地域 費性能基準等を定める省令第１条第１項第２号イ（１）（ｉ）及び

の区分をいう。以下同じ。）ごとに定められる気象情報を用 （ｉｉ）の地域の区分をいう。以下同じ。）ごとに定められる気

いること。 象情報を用いること。

（ハ） （略） （ハ） （略）

ホ （略） ホ （略）

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

第２ 住宅部分に係る事項 第２ 住宅部分に係る事項

１ 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出方法 １ 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出方法

（１） 外皮平均熱貫流率 （１） 外皮平均熱貫流率

外皮平均熱貫流率に係る建築物エネルギー消費性能基準等を定 外皮平均熱貫流率に係る建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令第１条第１項第２号イ（１）の国土交通大臣が定める方法 める省令第１条第１項第２号イ（１）（i）の国土交通大臣が定める方

は、次のとおりとする。 法は、次のとおりとする。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

（２） 冷房期の平均日射熱取得率 （２） 冷房期の平均日射熱取得率

冷房期の平均日射熱取得率に係る建築物エネルギー消費性能基 冷房期の平均日射熱取得率に係る建築物エネルギー消費性能基
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準等を定める省令第１条第１項第２号イ（１）の国土交通大臣が定 準等を定める省令第１条第１項第２号イ（１）（i）の国土交通大臣が

める方法は、次のとおりとする。 定める方法は、次のとおりとする。

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

２ 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項 ２ 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項

（１） 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第４条第２項 （１） 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第４条第２項

の国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。 の国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。

イ 暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、次の（イ）から（ト）ま イ 暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、次の（イ）から（ト）ま

でに定める方法により算出するものとする。 でに定める方法により算出するものとする。

（イ） 暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、単位住戸又は （イ） 暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、単位住戸又は

単位住戸の各室の単位時間当たりの暖房設備の設計一次エネ 単位住戸の各室の単位時間当たりの暖房設備の設計一次エネ

ルギー消費量の暖房期（１年間のうち日平均外気温が15度以 ルギー消費量の暖房期（１年間のうち日平均外気温が15度以

下となる全ての期間をいう。以下同じ。）における合計とし 下となる全ての期間をいう。以下同じ。）における合計とし

、次の式により算出するものとする。 、次の式により算出するものとする。

この式において、EH、EH,t,i、m、n、QUT,H,t,r、R及びα UT この式において、EH、EH,t,i、m、n、QUT,H,t,r、R及びα UT

,H,rは、それぞれ次の数値を表すものとする。 ,H,r、は、それぞれ次の数値を表すものとする。

EH ：暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １ EH ：暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単位 １

年につきメガジュール） 年につきメガジュール）

EH,t,i ：時刻tにおける１時間当たりの暖房設備iの設計 EH,t,i ：時刻tにおける１時間当たりの暖房設備iの設計

一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガ 一次エネルギー消費量（単位 １時間につきメガ

ジュール） ジュール）

m ：単位住戸における暖房設備の数 m ：単位住戸における暖房設備の数

n ：１年間に暖房する時間（単位 時間） n ：１年間に暖房する時間（単位 時間）

QUT,H,t,r：室rの時刻tにおける１時間当たりの暖房設備に QUT,H,t,r：室rの時刻tにおける１時間当たりの暖房設備に

より処理されない暖房負荷（単位 １時間につき より処理されない暖房負荷（単位 １時間につき

メガジュール） メガジュール）

R ：室の数 R ：室の数

α UT,H,r：室rにおける暖房設備により処理されない暖房負 α UT,H,r：室rにおける暖房設備により処理されない暖房負

荷を一次エネルギー消費量に換算する係数であっ 荷を一次エネルギー消費量に換算する係数であっ
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て地域の区分及び暖房方式ごとに別表第９に掲げ て地域の区分及び暖房方式ごとに別表第９に掲げ

る係数 る係数

（ロ）～（ト） （略） （ロ）～（ト） （略）

ロ～ト （略） ロ～ト （略）

（２） （略） （２） （略）

３ 基準一次エネルギー消費量の算出に関する事項 ３ 基準一次エネルギー消費量の算出に関する事項

（１） 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第５条第２項 （１） 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第５条第２項

の国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。 の国土交通大臣が定める方法は、次のとおりとする。

イ 暖房設備の基準一次エネルギー消費量は、次の（イ）から（ヘ）ま イ 暖房設備の基準一次エネルギー消費量は、次の（イ）から（ヘ）ま

でに定める方法により算出するものとする。 でに定める方法により算出するものとする。

（イ）～（二） （略） （イ）～（二） （略）

（ホ） 暖房負荷の算出については、次のとおりとする。 （ホ） 暖房負荷の算出については、次のとおりとする。

（i） 暖房負荷の算出においては、建築物の種類及び地域の （i） 暖房負荷の算出においては、建築物の種別及び地域の

区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射熱取 区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射熱取

得率に次の表に掲げる数値を用いることとする。 得率に次の表に掲げる数値を用いることとする。

建築 地域の区分 建築 地域の区分

物の 物の

種類 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 種別 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮 一戸 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 － 外皮 一戸 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 3.32

平均 建て 平均 建て

熱貫 の住 熱貫 の住

流率 宅 流率 宅

（単 （単

位 共同 0.39 0.39 0.46 0.62 0.72 0.72 0.72 － 位 一戸 0.41 0.41 0.44 0.69 0.75 0.75 0.75 1.73

１平 住宅 １平 建て

方メ 等又 方メ の住

ート は複 ート 宅以

ル１ 合建 ル１ 外の
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度に 築物 度に 住宅

つき の住 つき 及び

ワッ 宅部 ワッ 複合

ト） 分 ト） 建築

物

暖房 一戸 2.5 2.3 2.7 3.7 4.5 4.3 4.6 － 暖房 一戸 2.5 2.3 2.7 3.7 4.5 4.3 4.6 －

期の 建て 期の 建て

平均 の住 平均 の住

日射 宅 日射 宅

熱取 熱取

得率 共同 1.4 1.3 1.5 1.6 2.2 2.1 2.2 － 得率 一戸 1.5 1.3 1.5 1.8 2.1 2.0 2.1 －

住宅 建て

等又 の住

は複 宅以

合建 外の

築物 住宅

の住 及び

宅部 複合

分 建築

物

（ii）～（ⅳ） （略） （ii）～（ⅳ） （略）

（ヘ） （略） （ヘ） （略）

ロ 冷房設備の基準一次エネルギー消費量は、次の（イ）から（ヘ）ま ロ 冷房設備の基準一次エネルギー消費量は、次の（イ）から（ヘ）ま

でに定める方法により算出するものとする。 でに定める方法により算出するものとする。

（イ）～（二） （略） （イ）～（二） （略）

（ホ） 冷房負荷の算出については、次のとおりとする。 （ホ） 冷房負荷の算出については、次のとおりとする。

（i） 冷房負荷の算出においては、建築物の種類及び地域の （i） 冷房負荷の算出においては、建築物の種別及び地域の

区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取 区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取
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得率に次の表に掲げる数値を用いることとする。 得率に次の表に掲げる数値を用いることとする。

建築 地域の区分 建築 地域の区分

物の 物の

種類 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 種別 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮 一戸 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 3.32 外皮 一戸 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 3.32

平均 建て 平均 建て

熱貫 の住 熱貫 の住

流率 宅 流率 宅

（単 （単

位 共同 0.39 0.39 0.46 0.62 0.72 0.72 0.72 1.60 位 一戸 0.41 0.41 0.44 0.69 0.75 0.75 0.75 1.73

１平 住宅 １平 建て

方メ 等又 方メ の住

ート は複 ート 宅以

ル１ 合建 ル１ 外の

度に 築物 度に 住宅

つき の住 つき 及び

ワッ 宅部 ワッ 複合

ト） 分 ト） 建築

物

冷房 一戸 1.9 1.9 2.0 2.7 3.0 2.8 2.7 6.7 冷房 一戸 1.9 1.9 2.0 2.7 3.0 2.8 2.7 6.7

期の 建て 期の 建て

平均 の住 平均 の住

日射 宅 日射 宅

熱取 熱取

得率 共同 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.4 1.4 2.5 得率 一戸 1.1 1.1 1.1 1.4 1.5 1.4 1.3 2.8

住宅 建て

等又 の住
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は複 宅以

合建 外の

築物 住宅

の住 及び

宅部 複合

分 建築

物

（ⅱ）～（ⅳ） （略） （ⅱ）～（ⅳ） （略）

（ヘ） （略） （ヘ） （略）

ハ～ヘ （略） ハ～ヘ （略）

（２） （略） （２） （略）

４ （略） ４ （略）

第３ （略） 第３ （略） -
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十

三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提
出
、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
通
知
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
三
条
第
二
項
の
届

出
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
附
則
第
三
条
第
八
項
の
通
知
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
一
項
の
認
定
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
の
申
請
又
は

同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
評
価
を
行
う
建
築
士
へ
の
建
築
に
係
る
設
計
の
委
託
が
さ
れ
た
建
築
物
に
係
る
基
準
一

次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条

第
一
項
の
住
宅
性
能
評
価
（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二

十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
及
び
変
更
設
計
住
宅
性
能
評
価
に
限
る
。
）
の
申
請
が
さ
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れ
た
住
宅
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
求
め
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
と
併
せ
て
す
る
も
の
を
含
む
。
）
が
さ
れ
た
住
宅
に
係
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
五

条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
認
定
（
同
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
の
申
請
が
さ
れ
た
住
宅
（

同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
う
。
）
に
係
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
出
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
十

三
条
第
一
項
の
認
定
（
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
の
申
請
が
さ
れ
た
建
築
物
に
係
る
基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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